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東京電力福島第一原発の事故炉について、溶融燃料の取り出しや汚染水の処

理などその廃炉に向けた取組は、完了までに長い期間を要する極めて困難な事

業である。その推進に当たっては、国内外の叡智を結集し、予防的かつ重層的な

取組を進める必要がある。 

このため、事故炉の廃炉を適正かつ着実に進められるよう、国が前面に出て、

技術的観点からの企画・支援と必要な監視機能を強化する新たな体制の構築に

取り組む。 

その際、廃炉と賠償の関連性も考慮し、賠償円滑化のために東電に資金援助

を行い、経営全体を監督している原子力損害賠償支援機構（原賠機構）が、事故

炉の廃炉に関する技術支援等を総合的に行うことが適切である。 

これを踏まえ、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正して、原賠機構を拡

充し、事故炉の廃炉関係業務を追加すること等により、政府による大方針や監視

の下、技術的判断を新機構が担い、東京電力が取り組む廃炉を着実に進められ

る体制を構築する。 

※廃炉とは、溶融燃料の冷却・取り出し、汚染水の処理、敷地外への放射

性物質の放出抑制等を含む包括的な概念。 
 

 

 

（１）組織名称の変更・法目的の追加＜第 1 条、第 3 条及び第 6 条＞ 

廃炉関係業務の追加に伴い、組織名称を「原子力損害賠償支援機構」から「原

子力損害賠償・廃炉等支援機構」(通称：賠償・廃炉・汚染水センター)に変更。 

法目的に、現在の「原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施」及び「電気の安

定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保」に加え、「廃

炉等の適正かつ着実な実施」を追加。 

※「廃炉等」は、原子炉等規制法に基づき指定された特定原子力施設(事故が

発生した施設)に係る実用発電用原子炉の廃止（放射性物質によって汚染さ

れた水に係る措置を含む。）又は実用再処理施設に関する事業の廃止と、法

律上定義。 

（２）廃炉等技術委員会の設置＜第 22 条の 2～7、第 23 条＞ 

廃炉技術に関する研究開発業務の実施方針の企画・作成など、廃炉等関係業

務の意思決定機関として「廃炉等技術委員会」（委員を大臣認可）を法定。 

併せて、廃炉関係業務を機構に追加することから、機構の役員として新たに
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「副理事長」を新設するとともに、理事の人数を増加(２名以内)。 

（３）廃炉等に関する専門技術的な助言・指導・勧告＜第 35 条第 5 号＞ 

機構が、事故炉の廃炉対策の状況・課題を把握し、専門技術的観点から適切

な支援を行えるよう、機構業務として「廃炉等の適正かつ着実な実施の確保のた

めの助言・指導・勧告」を法定。 

（４）廃炉等に関する効果的な研究開発の推進＜第35条第4号、第36条の 2＞ 

事故炉の廃炉対策に関する研究開発を、中長期的な廃炉計画とより整合的な

形で実施できる体制を整備するため、機構業務として「廃炉等に必要な技術に関

する研究及び開発」を法定。また、業務遂行に当たり、廃炉等技術委員会が廃炉

技術に関する研究開発業務実施方針を定め、廃炉等の円滑な実施を促進。 

（５）廃炉等の実施体制に対する国の監視機能の強化＜第45条第2項及び第47条＞ 

事業者と機構が政府に共同申請する特別事業計画に、事故炉の廃炉対策の

実施状況や実施体制に係る記載を新たに求め、廃炉対策に関する資金・人員等

が十分に確保されるよう、確認・監視。仮に不十分な場合には、主務大臣が是正

のための措置命令を発動可能とする。 

（６）廃炉等に関する業務の実施＜第 55 条の 2＞ 

機構は、事故炉の廃炉対策を実施する原子力事業者の委託を受けて、当該対

策の一部を実施することができる旨を法定。 

（７）廃炉等に関する情報提供＜第 35 条第 6 号＞ 

機構が、事故炉の廃炉対策を通じて得られた最新技術などの知見・情報を国

内外へ提供する規定を整備。 

（８）主務大臣への廃炉業務の報告、公表＜第 35 条の 2＞ 

機構は、毎事業年度、事故炉の廃炉に係る業務の実施状況を主務大臣へ報告

し、これを主務大臣が公表する規定を整備。 

 

（９）国の責務等＜第 2 条第 2 項、附則第 3 条＞ 

国の責務規定に、放射性物資によって汚染された水による環境への悪影響の

防止その他の環境の保全について特に配慮しなければならない旨を追加。 

また、国は、福島第一原発事故に起因する放射性汚染水の流出の制御が喫緊

の課題であることに鑑み、国内外の不安が早期に解消されるよう、万全の措置を

講ずるものとする旨を附則に規定。 
 

 
 

  公布日から３月以内の政令で定める日（一部は公布の日） 

３．施行期日 
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①【原子力損害賠償・廃炉等支援機構 
(通称：賠償・廃炉・汚染水センター)】 

賠償部門 
廃炉部門 

④研究開発の企画・推進 
  (※文科省と共管予定) 
⑦廃炉に関する情報提供 

②廃炉等技術委員会 
※委員を大臣認可 

 運営委員会 
 ※委員を大臣認可 

④研究開発業務
実施方針の申請
（大臣認可） 

 【業務関係】 
 ③廃炉等に関する専門技術的な助言・指導・勧告。＜第35条第5号＞ 

 ④廃炉等に関する研究及び開発の企画・推進。＜第35条第4号、第36条の2＞ 

 ⑤特別事業計画を通じた廃炉実施体制に対する国の監視機能の強化(履行確認・措置命令

等) 。＜第45条第2項及び第47条＞ 

 ⑥廃炉等に関する業務の一部を事業者からの委託により実施可能。＜第55条の2＞ 

 ⑦廃炉業務を通じて得られた知見・情報の国内外への提供。＜第35条第6号＞ 

 ⑧主務大臣への廃炉業務の報告(毎事業年度)、これを主務大臣が公表。＜第35条の2＞ 

 【国の責務規定等】 

  ⑨国の責務規定に、汚染水による環境への悪影響の防止等の環境の保全についての配慮を 

  追加。また、国は、福島第一原子力発電所の汚染水の流出の制御が喫緊の課題であること 

  に鑑み、万全の措置を講ずる旨の附則を規定。＜第2条第2項、附則第3条＞  

⑧主務大臣へ
の報告、主務
大臣が公表 

＜主な改正点＞ 
【法目的・組織関係】 
①組織名称を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改称。 
  法目的に 「廃炉等の適切な実施」を追加。＜第1条、第3条及び第6条＞ 
 ※「廃炉等」は、原子炉等規制法に基づき指定された特定原子力施設(事故が発生した施設) 

  に係る実用発電用原子炉の廃止（放射性物質によって汚染された水に係る措置を含む。）又は 

  実用再処理施設に関する事業の廃止と、法律上定義。 

 ※廃炉とは、溶融燃料の冷却・取り出し、汚染水の処理、敷地外への放射性物質の放出抑制 

  等を含む包括的な概念。 

②廃炉等関係業務の意思決定機関として、「廃炉等技術委員会」 を 
 法定するとともに、副理事長を新設し、理事の人数を増加。 
                                            ＜第22条の2～7、第23条＞ 

※現行からの改正点は赤字で記載 

⑨国の責務規定等 



【原子力損害賠償・廃炉等支援機構 
(通称：賠償・廃炉・汚染水センター)】 

特
別
事
業
計
画
申
請(

廃
炉
関
係
記
載
事
項
の
追
加) 

計
画
認
定
・
履
行
確
認
、
措
置
命
令 

廃炉部門 
※研究開発企画、廃炉技術支援、国際関係、成果普及など 

廃
炉
の
専
門
技
術
的

助
言
・
指
導
・
勧
告 

廃炉・汚染水対策推進のための総合体制(イメージ) 

政府 

事故を起こした原子力事業者(東京電力(廃炉カンパニー：廃炉事業の実施)) 
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廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議 

原子力規制委員会 

事故炉に係る実施計画 
※妥当性の評価と検査を通じて、
事故炉の安全性を確保するもの。 
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中長期ロードマップ 
※廃炉を適正かつ着実に進めるため、具体的な事業や研究開
発を中心に、その内容と目標、工程を示したもの。(随時改訂) 
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①廃炉実施戦略の策定、 
②研究開発の企画・推進、 
③廃炉の工程管理   など 

国会含め
様々な意見
を反映 
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   経済産業大臣 (責任部局：資源エネルギー庁) 

※黒矢印部分は既存スキーム 

※研究開発業務は文科
大臣と共管予定。 

ＪＡＥＡ等 
研究機関 


	01 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の概要（趣旨・概要）
	02 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の概要（見直し前後の機構）
	スライド番号 1

	03 廃炉・汚染水対策推進のための総合体制
	スライド番号 1




